
県内就職・居住の場合の奨学金返還免除手順　
R7.9.22　改訂

例：令和５年３月卒（貸与期間２年の者） 貸与総額120万円：返還期限５年

　　　【条　件】正規雇用に限る
　卒業後２年以内に、県内勤務・居住があり２年以上勤務し、奨学金返還で滞納なしの場合
　※通常、3月に卒業し10月から返還が始まるため、免除申請の時期は10月（10/1～10/31）

奨学生 財　団

◆A１ 令和７年１０月に、上記条件を満たす場合
　申請(1回目）

第１回奨学金返還免除願（未返還額のうち２年分）提出：令和７年１０月中
　（注）令和７年１０月分は返還しないこと。

添付書類 ： 職場の在職証明書（勤務地及び採用日も明記）と住民票

判定結果通知（10～11月中）
判定（１回目）

　・免除承認→ ２年分免除
現状報告書（２年後の１０月時点で作成）を同封し、提出依頼。

　・免除不可→ 令和７年１０月分から返還再開（免除申請は次年度以降）

現状報告書提出：令和９年１０月中 （県内就職・居住）～住民票添付

同時に

現状報告および 第２回奨学金返還免除願（未返還額１年分）提出：令和９年１０月中
2回目免除申請 　（注）令和９年１０月分は返還しないこと。

・免除承認時から現状報告時まで、一定の条件を満たすと、残り１年分免除できる
※一定の条件を満たさない場合：免除願は不要、残り１年分を返還開始

判定結果通知（10～11月中）
判定（2回目）

　・免除承認→ １年分免除
　・免除不可→ 令和９年１０月分から返還再開

◆A２ 令和８年１０月に、上記条件を満たす場合
奨学金返還免除願（未返還額２年分）　を令和８年１０月中に提出
　　　（注）令和８年１０月分は返還しないこと。
　　　添付書類は、上記参考のこと
　・免除承認→ ２年分免除
　・免除不可→ 令和８年１０月分から返還再開（免除申請は次年度以降）

◆A３ 令和９年１０月に、上記条件が満たされた場合 これ以降免除なし。
　奨学金返還免除願（未返還額１年分）　を令和９年１０月中に提出
　　　（注）令和９年１０月分は返還しないこと。
　　　添付書類は、上記参考のこと

　・免除承認→ １年分免除
　・免除不可→ 令和９年１０月分から返還再開

奨学生 財　団

返還免除試算例 貸与総額：１２０万円 返還額：月額２万円で５年間で返還予定

◆A１ 令和７年９月までに、２年間分の返還済み。 返還額：４８万円 未返還額：７２万円

令和７年１０月返還免除申請で免除決定 ２年分 免除額：４８万円 未返還額：２４万円

令和９年１０月返還免除申請で免除決定 １年分 免除額：２４万円 未返還額：０

（一定条件を満たした場合）

◆A２ 令和８年９月までに、３年間分の返還済み。 返還額：７２万円 未返還額：４８万円

令和８年１０月返還免除申請で免除決定 ２年分 免除額：４８万円 未返還額：０

◆A３ 令和９年９月までに、４年間分の返還済み。 返還額：９６万円 未返還額：２４万円

令和９年１０月返還免除申請で免除決定 １年分 免除額：２４万円 未返還額：０

・免除承認時から現状報告時まで、一定の条件を満たすと、残
り１年分免除できる（詳細は、本人へ通知）

（R.５年３月卒の
卒業生）
※貸与期間
２年のもの

自営業の場合等は過去３か年分の確定申告書（写）と住民票

　申請(2回目）



R7.9.22　改訂
例：令和５年３月卒（貸与期間３年以上の者） 貸与総額240万円：返還期限10年 ３の１

【条　件】正規雇用に限る
　卒業後２年以内に、県内勤務・居住があり３年以上勤務し、奨学金返還で滞納なしの場合
　※通常、3月に卒業し10月から返還が始まるため、免除申請の時期は10月（10/1～10/31）

奨学生 財　団
◆B１ ①令和８年１０月に、上記条件を満たす場合

第１回目　奨学金返還免除願（未返還額のうち３年分）を、令和８年１０月中に提出

　（注）令和８年１０月分は返還しないこと。

添付書類 ： 職場の在職証明書（勤務地及び採用日も明記）と住民票

第１回目判定結果通知（10～11月中）
判定（１回目）

　・免除承認… ３年分
現状報告書（３年後の１０月時点で作成）を同封し、提出依頼

　・免除不可… 令和８年１０月分から返還再開
（免除申請は、次年度以降）

現状報告書提出 （令和１１年１０月中） （県内就職・居住）～住民票添付

　申請(2回目） 同時に

第２回目　奨学金返還免除願（未返還額全額免除の該当者）（令和１１年１０月中）
現状報告および 　（注）令和１１年１０月分は返還しないこと。
2回目免除申請

第２回目　判定結果通知（10～11月中）
判定（2回目）

　・免除承認→ 未返還額（４年分）免除

奨学生 財　団

貸与総額：２４０万円 返還額：月額２万円で１０年間で返還予定

◆B１ 令和８年９月までに、３年間分の返還済み。 返還額：７２万円 未返還額：１６８万円

①令和８年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：７２万円 未返還額：９６万円

　①～②の間、返還不要

②令和１１年１０月第2 回返還免除申請で免除決定 免除額：９６万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

　　　返還免除試算例

・未返還額全額の該当者以外で、免除承認時から現状報告時まで、一定の条件
を満たすと、未返還額の一部を免除できるが、今回、免除願は不要。

・第２回免除願において、勤務歴等が一定条件を満たすと未返
還額を全額（又は、一部）免除できる。（詳細は本人へ通知）

未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件を満たすと、次
年度以降に（一部）免除願が提出できる。（本人へ通知）

　申請(1回目）
令和５年３月
の卒業生

（貸与期間３年
以上の者）

自営業の場合等は過去３か年分の確定申告書（写）と住民票



R7.9.22　改訂
例：令和５年３月卒（貸与期間３年以上の者） 貸与総額240万円：返還期限10年 ３の２

【条件】正規雇用に限る
卒業後２年以内に、県内勤務・居住があり３年以上勤務し、奨学金返還で滞納なしの場合
　　　　※通常、3月に卒業し10月から返還が始まるため、免除申請の時期は10月（10/1～10/31）

◆B２ 令和９年１０月に、上記条件が満たされた場合
　①第１回目　奨学金返還免除願（未返還額のうち３年分）を令和９年１０月中に提出
　　　（注）令和９年１０月分は返還しないこと。
　     ・免除承認→３年分免除

奨学生 現状報告書（３年後の１０月時点で作成）を同封し、提出依頼 財団

　　 　・免除不可の場合→令和９年１０月から返還再開

　②第２回目　奨学金返還免除願（未返還額３年分）を令和１２年１０月中に提出
　　　（注）令和１２年１０月分は返還しないこと。
　     ・免除承認→３年分免除

　　 　・免除不可の場合→令和１２年１０月から返還再開

◆B３ 令和１０年１０月に、上記条件が満たされた場合　　～これ以降免除なし
　①第１回目 奨学金返還免除願(未返還額のうち３年分)を令和１０年１０月中に提出
　　　（注）令和１０年１０月分は返還しないこと。
　     ・免除承認→３年分免除

現状報告書（３年後の１０月時点で作成）を同封し、提出依頼

　　 　・免除不可の場合→令和１０年１０月から返還再開

　②第２回目 奨学金返還免除願（未返還額２年分）　を令和１３年１０月中に提出
　　　（注）令和１３年１０月分は返還しないこと。
　     ・免除承認→２年分免除

　　 　・免除不可の場合→令和１３年１０月から返還再開

　　　返還免除試算例 貸与総額：２４０万円 返還額：月額２万円で１０年間で返還予定

◆B2 令和９年９月までに、４年間分の返還済み。 返還額：９６万円 未返還額：１４４万円

①令和９年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：７２万円 未返還額：７２万円

　①～②の間、返還不要

②令和１２年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：７２万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

◆B3 令和１０年９月までに、５年間分の返還済み。 返還額：１２０万円 未返還額：１２０万円

①令和１０年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：７２万円 未返還額：４８万円

　①～②の間、返還不要

②令和１３年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：４８万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

・第２回免除願において、勤務歴等が一定条件を満たすと未返
還額を全額（又は、一部）免除できる。（詳細は本人へ通知）

・未返還額全額免除の該当者以外で、免除承認時から現状報
告時まで、一定の条件を満たすと、未返還額の一部を免除でき
る。（詳細は本人へ通知）

（貸与期間３年
以上の者）

・第２回免除願において、勤務歴等が一定条件を満たすと未返
還額を全額（又は、一部）免除できる。（詳細は本人へ通知）

・未返還額全額免除の該当者以外で、免除承認時から現状報
告時まで、一定の条件を満たすと、未返還額の一部を免除でき
るが、今回、免除願は不要。



R7.9.22　改訂
例：令和５年３月卒（貸与期間３年以上の者） 貸与総額180万円：返還期限10年 ３の３

手順等は、上記に準ずる。

　　　返還免除試算例 貸与総額：１８０万円 返還額：月額１．５万円で１０年間で返還予定

◆Ｃ１ 令和８年９月までに、３年間分の返還済み。 返還額：５４万円 未返還額：１２６万円

①令和８年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：５４万円 未返還額：７２万円

　①～②の間、返還不要

②令和１１年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：７２万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

◆Ｃ２ 令和９年９月までに、４年間分の返還済み。 返還額：７２万円 未返還額：１０８万円

①令和９年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：５４万円 未返還額：５４万円

　①～②の間、返還不要

②令和１２年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：５４万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

◆Ｃ３ 令和１０年９月までに、５年間分の返還済み。 返還額：９０万円 未返還額：９０万円

①令和１０年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：５４万円 未返還額：３６万円

　①～②の間、返還不要

②令和１３年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：３６万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

R7.9.22　改訂
例：令和５年３月卒（貸与期間３年以上の者） 貸与総額360万円：返還期限10年

手順等は、上記に準ずる。

　　　返還免除試算例 貸与総額：360万円 返還額：月額３万円で１０年間で返還予定

◆D１ 令和８年９月までに、３年間分の返還済み。 返還額：108万円 未返還額：252万円

①令和８年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：108万円 未返還額：144万円

　①～②の間、返還不要

②令和１１年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：144万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

◆D２ 令和９年９月までに、４年間分の返還済み。 返還額：144万円 未返還額：216万円

①令和９年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：108万円 未返還額：108万円

　①～②の間、返還不要

②令和１２年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：108万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。

◆D３ 令和１０年９月までに、５年間分の返還済み。 返還額：180万円 未返還額：180万円

①令和１０年１０月第１回返還免除申請で免除決定 免除額：108万円 未返還額：72万円

　①～②の間、返還不要

②令和１３年１０月第２回返還免除申請で免除決定 免除額：72万円 未返還額：０

※未返還額全額免除の該当者以外で、一定条件のもと、次年度以降、一部免除申請ができる。


